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働き方改革の取組について

令和元年１１月２２日
和歌山労働局

資料 ４



１．労働時間等の状況

２．「働き方改革」の意義・目的

３．時間外労働の上限規制等

４．直近の取組状況

５．今後の取組について
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１．労働時間等の状況

○ 労働時間等の推移

○ 産業別労働時間

○ 年次有給休暇取得率の推移

○ 監督指導の実施状況

○ 過労死等の労災補償の状況
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１ 労働時間等の状況 ～年間総実労働時間の推移～
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〇年間総実労働時間は減少傾向で推移している。
これは総実労働時間が比較的短いパートタイム労働者の比率が高まったことによるもの。

〇就業形態別の労働時間で見ると、一般労働者の年間総実労働時間は2000時間前後で高止まり
している。

年間総実労働時間の推移
（パートタイム労働者含む。）

就業形態別年間総実労働時間及び
パートタイム労働者比率の推移

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）１．事業所規模５人以上

２．総実労働時間及び所定内労働時間の年換算値については、各月間平均値を12倍し、小数点以下第１位を四捨五入した
もの。所定外労働時間については、総実労働時間の年換算値から所定内労働時間の年換算値を引いて算出。

（資料出所）厚生労働省「毎月勤労統計調査」
（注）１．事業所規模５人以上

２．就業形態別総実労働時間の年換算値については、各月間平均値を12倍し、小数点以下第１位を四捨五入したもの。
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（資料出所）毎月勤労統計調査（和歌山県）
※事業規模5人以上。
※年間の労働時間数は、月平均を12倍して小数点第1位を四捨五入したもの。
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○パート労働者を除く一般労働者の年間総実労働時間は全国、和歌山県ともに平成24年以降
2000時間前後で推移している。

○和歌山県では、昨年は減少したものの、引き続き全国に比較して長くなっている。

１ 労働時間等の状況 ～一般労働者の年間労働時間の推移～
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一般労働者の年間総実労働時間数（全国）

（資料出所）毎月勤労統計調査（厚生労働省）
※事業規模5人以上。
※年間の労働時間数は、月平均を12倍して小数点第1位を四捨五入したもの。

一般労働者の年間総実労働時間数（和歌山県）



週６０時間以上就業する雇用者数割合の推移

〇週６０時間以上就業する雇用者数割合は、近年減少傾向で推移し１割弱となっている。

〇しかし、依然として政府目標である５％とは乖離があり、男性では１０％を超える水準で推移。

（資料出所） 総務省「労働力調査」

（注）平成２３年は岩手県、宮城県及び福島県を除く。

週６０時間以上就業する雇用者数割合については、非農林業雇用者（休業者を除く）総数に占める週間就業時間（年平均結果）が６０時間以上の者の割合である。
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１ 労働時間等の状況 ～週60時間以上就業する雇用者割合の推移～
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産業別労働時間

産業別に見ると、年間総実労働
時間は「運輸業，郵便業」、が最も
長く、次いで「建設業」が長くなって
いる。また、所定外労働時間は
「運輸業，郵便業」が最も長く、次
いで「製造業」が長くなっている。
また、週６０時間以上働く者の割

合についても「運輸業，郵便業」で
最も高くなっている。
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（資料出所） 総務省「労働力調査」

（注）週60時間以上就業する雇用者数割合については、雇用者（休業者を除く）総数に

占める週間就業時間（年平均結果）が60時間以上の者の割合である。

産業別年間総実労働時間（パートタイム労働者を含む）（平成２９年）
産業別週６０時間以上就業する雇用者数割合及び平均週間

就業時間（パートタイム労働者を含む）（平成２９年）
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産業別に見ると、年間総実労働時間は「運輸業，郵便業」、が最も長く、次いで「建設業」が長くなっている。また、所
定外労働時間は「運輸業，郵便業」が最も長く、次いで「製造業」が長くなっている。
また、週６０時間以上働く者の割合についても「運輸業，郵便業」で最も高くなっている。

（資料出所） 厚生労働省「毎月勤労統計調査」

（注） 事業所規模5人以上

総実労働時間、所定内労働時間の年換算値については、各月間平均値を

１２倍し、小数点以下第１位を四捨五入したものである。

所定外労働時間については、総実労働時間の年換算値から所定内労働

時間の年換算値を引いて算出している。

１ 労働時間等の状況 ～産業別労働時間～
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〇産業別に見ると、「運輸業、郵便業」が最も長く、次いで「建設業」が長くなっている。
〇週６０時間以上働く者の割合についても「運輸業、郵便業」が最も高くなっている。



１ 労働時間等の状況 ～年次有給休暇の取得率等の推移～
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年次有給休暇の取得率の推移 （全国） 年次有給休暇の取得率等の推移（和歌山県）

（資料出所） H23年からH27年 厚生労働省「就労条件総合調査」の特別集計から厚生労働省労働条件政策課が作成
H28年からH30年 厚生労働省「就労条件総合調査」の特別集計から厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課が作成

（注） １ 調査対象： 常用労働者が30人以上の民営企業
２ 「取得率」： 1年間の全取得日数/全付与日数×１００％
３ 「付与日数」には繰越日数を含まない。
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〇全国の年次有給休暇の取得率は、初めて5割を上回る水準となり、平成30年は51.1％となっ
ている。

〇和歌山県の年次有給休暇の取得率は、平成30年は33.1％となっている。



１ 労働時間等の状況 ～監督指導の実施状況～
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〇自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導の実施状況は以下のとおり。
〇トラック運送業においては、約３分の２の事業場で改善基準告示違反が認められている。

自動車運転者を使用する事業場に対する監督指導の状況（平成３０年）



１ 労働時間等の状況 ～労災補償の状況～
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過労死等に係る労災補償の状況

脳･心臓疾患の支給決定件数 精神障害の支給決定件数

〇脳・心臓疾患の労災支給決定件数は、横ばい傾向。
〇精神障害の労災支給決定件数は増加傾向であり、平成24年度以降は500件前後で推移。
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２．「働き方改革」の意義・目的

○ 背景

○ 働き方改革の課題と目指すもの

○ 長時間労働と少子化について

○ 長時間労働是正が企業（業界）にもたらす効果
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２ 働き方改革の意義・目的 ～日本の人口の推移～
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○ 日本の人口は近年減少局面を迎えている。2065年には総人口が9,000万人を割り、
生産年齢人口割合は約50%、高齢化率は38％台の水準になると推計されている。

平成29年推計値
（日本の将来推計人口）

実績値
（国勢調査等）

人口（万人）

生産年齢
人口割合
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6,875

1,321

8,808

3,381

4,529

898

（出所） 2018年までの人口は総務省「人口推計」（各年10月1日現在）、高齢化率および生産年齢人口割合は、2018年は総務省「人口推計」、それ以外は総務省「国勢調査」
2017年までの合計特殊出生率は厚生労働省「人口動態統計」、
2019年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位推計」



○日本では、出産・育児を機に労働市場から退出する女性が多い。（Ｍ字カーブ）
特に、子育て期の女性において、就業率と潜在的な労働力率の差が大きい。

○一方、欧米先進諸国では子育て期における就業率の低下はみられない。

２ 働き方改革の意義・目的 ～女性の年齢別就業率～
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資料出所：日本 総務省「労働力調査」（平成27年）
その他 （独）労働政策研究・研修機構「データブック国際労働比較2017」

注）アメリカ、イギリス、イタリアの「15～19」は「16～19」のデータ、
スウェーデンの「65～」は「65～74」のデータである。
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資料出所：総務省統計局「労働力調査」、「労働力調査（詳細集計）」（平成28年）



【60歳以降の収入を伴う就労の意向と就労希望年齢】

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

60歳くらいまで
11.8

65歳くらいまで
21.4

70歳くらいまで
23.6

働けるうちはいつまでも
29.5

75歳くらいまで
10.1

76歳以上
2.7

無回答
1.0６５．９％

資料出所：内閣府 「平成25年度 高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（平成25年）
（注１）60歳以上の男女を対象とした調査（n=1,999）

フルタイムの社員・職員24.2
53.9 15.9

2.9

2.1

0.5
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パートタイム（短時間勤務など）の社員・職員 自営業・個人事業主・フリーラン
ス（家族従業者を含む）

在宅就労
無回答

その他

【60歳以降の希望する就業形態】

農林漁業（家族従業者を含む）

資料出所：内閣府 「平成25年度高齢期に向けた「備え」に関する意識調査」（平成25年）
（注2） 35～64歳の男女を対象とした調査（n=2,214）。 【60歳以降の希望する就業形態】の対象は35～64歳の男女のうち、60歳以降も収入を伴う就労の意向がある者。

13

２ 働き方改革の意義・目的 ～高齢者の就労意向～

○６５歳を超えて働きたいと回答した人が約７割を占めている。
○６０歳以降の希望する就労形態としては、パートタイムが最も多い。



２ 働き方改革の意義・目的 ～労働力不足解消のための対応策～
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背景

少子高齢化による労働力人口の減少・人手不足の現状

労働力不足解消のための対応策

①潜在的労働力の活用 = 女性・高齢者等の活躍促進

②生産年齢人口の増加 = 出生率の維持・上昇（減少に歯止め）

③労働生産性の向上 = 技術革新・効率的な働き方

○2065年には総人口が9000万人を割り、生産年齢人口割合は50％に。
○労働力不足を解消するためには、潜在的労働力の活用、出生率の維持等が不可欠。



２ 働き方改革の意義・目的 ～働き方改革の課題と目指すもの～

○長時間労働の是正によって、男性の育児参加を促進し、育児と仕事の両立を希望す
る女性が、「育てやすい環境」＝「産みやすい環境」をつくる。また、独身者にとっ
ても、婚活等の時間が確保できることで、希望する人が結婚しやすい環境をつくる。
○多様で柔軟な働き方を可能にすることで、子育て世代の女性や高齢者だけでなく、
様々な事情を抱える人が、その事情に応じた就労形態を選択することを可能に。
○正規・非正規労働者の格差を是正することで、育児や介護など様々な事情により正
規雇用で働くことが困難な場合でも、働きやすく、働きがいのある環境をつくる。ま
た、雇用形態に関わらず、結婚を希望する人が結婚できる環境をつくる。
○限られた時間の中で、効率的な働き方と企業における技術革新を促進。

①潜在的労働力の活用

= 女性・高齢者等の活躍促進

②生産年齢人口の増加

= 出生率減少への歯止め

③労働生産性の向上

= 効率的な働き方・技術革新

①長時間労働の是正

②多様で柔軟な働き方の実現

③雇用形態に関わらない

公正な待遇の確保
（正規・非正規労働者間の格差是正）

取り組むべき課題 目指すもの

15



２ 働き方改革の意義・目的 ～長時間労働と少子化について～

16資料出所：第7回一億総活躍国民会議（平成28年4月26日） 白河委員（相模女子大学客員教授）提出資料



２ 働き方改革の意義・目的 ～長時間労働是正が企業（業界）にもたらす効果～

17
資料出所：第7回一億総活躍国民会議（平成28年4月26日） 白河委員（相模女子大学客員教授）提出資料



３．時間外労働の上限規制等

18

○ 改正法の施行・適用時期

○ 時間外労働の上限規制

○ 適用猶予措置

○ 年次有給休暇の取得義務付け



被改正法律・項目 内容 大企業 中小企業

雇用対策法
働き方改革に係る基本的考え方を明らかにするとともに、国は、改
革を総合的かつ継続的に推進するための「基本方針」を定めること
とする。

平成３０年７月６日

労
働
基
準
法

時間外労働の上限規制
（第36条等）

時間外労働の上限について月45時間、年360時間を原則とし、臨時

的な特別な事情がある場合にも上限を設定。

平成３１年４月１日

令和２年４月１日

高度プロフェッショナル
制度の創設
（第41条の２）

職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が高度の専門的
知識等を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置や
本人同意、労使委員会決議等を要件として、労働時間、休日、深夜
の割増賃金等の規定を適用除外とする。

平成３１年４月１日年５日の年次有給休暇
の取得義務
（第39条第７項）

使用者は10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、年

５日について毎年時季を指定して与えなければならないこととす
る。

フレックスタイム制見直
し（第32条の３）

フレックスタイム制の清算期間の上限を１ヶ月から３ヶ月に延長。

中小企業における割増
賃金率の猶予措置廃止
（第138条）

月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率（50%以上）につい

て、中小企業への猶予措置を廃止。
― 令和５年４月１日

労働時間等設定改善法
勤務間インターバル制度の普及促進、事業主への取引上配慮すべ
き事項に関する責務の規定など。

平成３１年４月１日

労働安全衛生法、じん肺法
産業医・産業保健機能の強化、高プロ対象者を除くすべての労働
者を対象とした労働時間の状況の把握の義務化など。

パートタイム労働法・労働契
約法

短時間・有期雇用労働者について、①不合理な待遇差を解消する
ための規定の整備、②待遇差の内容・理由等に関する説明の義務
化、③裁判外紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備など。

令和２年４月１日 令和３年４月１日

労働者派遣法
派遣労働者について、①不合理な待遇差を解消するための規定の
整備、②待遇差の内容・理由等に関する説明の義務化、③裁判外
紛争解決手続（行政ＡＤＲ）の整備など。

令和２年４月１日

●改正事項の施行・適用時期

19

平成３１年４月１日以降に基準日
（付与日）が到来するものから適用

平成３１年４月１日（中小企業は令和２年４月
１日）以降を始期とする３６協定から適用



平成３０年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和２年
（2020年）

令和３年
（2021年）

令和４年
（2022年）

令和５年
（2023年）

令和６年
（2024年）

４月 ４月 ４月 ４月 ４月７月６日
（公布日）

大
企
業

中
小
企
業

４月

労働基準法
・割増賃金率見直しの
猶予措置の廃止

パートタイム労働法

労働契約法

労働者派遣法

労働者派遣法

労働時間関係 同一労働同一賃金関係

パートタイム労働法

労働契約法

労働基準法
・上限規制

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
・高度プロフェッショナ
ル制度
・年休取得義務
・フレックスタイム

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
上限規制の適用猶予廃止
・自動車運転者
・建設
・医師
・鹿児島沖縄砂糖製造業

労働基準法
・上限規制

設定改善法
・勤務間インターバル

安全衛生法
・産業医、産業保健強化
・労働時間の状況の把握

労働基準法
・高度プロフェッショナ
ル制度
・年休取得義務
・フレックスタイム

20



（改正前）

法律上は、時間外労働に上限なし。
（行政指導のみ）

１年間＝12か月

残業時間
月45時間

年360時間

法定労働時間
１日８時間

週40時間

上限なし

年間６か月まで

大臣告示による上限
（行政指導）

（改正後）

法律で時間外労働の上限を定め、これを超
える時間外労働はできなくなる。

１年間＝12か月

残業時間(原則)
月45時間

年360時間

法定労働時間
１日８時間

週40時間

法律による上限(原則)

法律による上限(例外)
※ 臨時的な特別な事情がある場合 年間6か月まで

・時間外 年720時間以内
・時間外＋休日 複数月平均80時間以内
・時間外＋休日 月100時間未満

◆時間外労働の上限規制
時間外労働の上限を法律で罰則付きで規制

時間外労働の上限を法律で規制することは、71年前（1947年）に制定された労働基準法において初めての大改革。

21



自動車運転の業務
改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、適用後の上限時間は、年９６０時間とし、将来的な一般則の適用
については引き続き検討します。）

建設事業

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、災害時における復旧・復興の事業については、複数月平均８０時
間以内・１か月１００時間未満の要件は適用しません。この点についても、
将来的な一般則の適用について引き続き検討します。）。

医師

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。
（ただし、具体的な上限時間等については、医療界の参加による検討の場に
おいて、規制の具体的あり方、労働時間の短縮策等について検討し、結論を
得ることとしています。）

鹿児島県及び沖縄県
における砂糖製造業

改正法施行５年後に、上限規制を適用します。

新技術・新商品等の
研究開発業務

医師の面接指導（※）、代替休暇の付与等の健康確保措置を設けた上
で、時間外労働の上限規制は適用しません。
※時間外労働が一定時間を超える場合には、事業主は、その者に必ず医師による面接指

導を受けさせなければならないこととします。

一部の事業・業種には上限規制の適用を猶予または除外

22



◆年次有給休暇の取得義務付け（改正内容）
年５日の年次有給休暇を取得させることを企業に義務づけ

労働者 使用者

労働者の申出による取得（原則）

｢○月×日に休
みます」

労働者が使用者に
取得時季を申出

使用者の時季指定による取得（新設）

４/１
入社

１０/１ ４/１

10日付与
（基準日）

１０/１～翌９/３０までの１年間に５日取
得時季を指定しなければならない。

９/３０

（例）４/１入社
の場合

年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に対して、そのうちの年５日に
ついて使用者が時季を指定して取得させることを義務づけ。

23

そもそも、希望申出がしにくい
という状況がありました。

 我が国の年休取得率：51.1%
※ 和歌山県：33.1%

（平成30年就労条件総合調査の特別集計による）

１．使用者が労働者に取得時季の意見を聴取
（面談や年次有給休暇取得計画表、メール、システムを利用した意見
聴取等、任意の方法による）

２．労働者の意見を尊重し、使用者が取得時季を指定



４．直近の取組状況

24

○ 荷主と運送事業者のためのトラック運転者の
労働時間短縮に向けたセミナー

○ 過重労働解消キャンペーンの取組

○ 下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止対策



「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」を
荷主・トラック運送事業者に対して周知するためのセミナー

25

＜周知用リーフレット＞○目的

厚生労働省と国土交通省が協力して、トラック運転者の労働時間短縮のために荷主
企業とトラック運送事業者が具体的に取り組む事項の解説などを行い、荷主企業とト
ラック運送事業者の双方に役立つノウハウを提供。

○概要

セミナーは各都道府県において毎年度開催、参加無料。
和歌山県においては、本年度１１月６日（水）和歌山ビッグ愛にて開催。

○セミナープログラム（本年度）

・「荷主団体等の挨拶」及び「トラック運送事業者団体等の挨拶」

各都道府県に設置している「トラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会
（地方協議会）」の委員のうち、荷主団体等およびトラック運送事業者団体等の委員
による挨拶を依頼。地方協議会の活動との連携を図ることにより、広く荷主及びト
ラック運送事業者の参加を得ることを狙う。
→和歌山においては、荷主団体等挨拶に替えて、三菱電機㈱冷熱システム製作所から
昨年度コンサルティング事業の実証実験の取組事例（モーダルシフト）を紹介。

・荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン
の説明（委託先業者：株式会社富士通総研）

ガイドラインの内容に沿って、「トラック運転者の労働時間短縮の進め方」と「対
応策」について分かり易く説明。

・「ホワイト物流」推進運動について（和歌山運輸支局）

深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安
定的に確保するとともに、経済の成長に寄与することを目的とした「ホワイト物流」
推進運動について説明。

・改正労働基準法のポイントについて（和歌山労働局）

時間外労働の上限規制については、2024年４月１日から自動車運転の業務にも適用される
こととなるため、労働基準法の改正内容や働き方改革について、ポイントを絞って説明。

荷主と運送事業者のためのトラック運転者の労働時間短縮に向けたセミナー



◆過重労働解消キャンペーンの取組
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◆過重労働解消キャンペーンの取組
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◆下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止対策
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◆下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止対策
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◆下請等中小事業者への「しわ寄せ」防止対策
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５．今後の取組について
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○ 運送事業者向け労働時間等説明会の開催について（案）

○ トラック運送事業の実態調査について
（令和２年度厚生労働省概算要求事項）



運送事業者向け労働時間等説明会の開催について（案）

32

○趣旨

トラック運送事業におけるドライバー不足が深刻化している状況の中、国民生活や産業活動を
支える物流機能が滞ることがないよう、改正労働基準法の時間外労働の上限規制が自動車運転の
業務に適用される令和6年4月1日に向けて、業界における長時間労働削減に関する自主的な取組
を進めることが重要である。

そのため、業界団体及び関係行政機関の協力の下、改正労働基準法等の内容を含む労働時間に
関する法制度等の周知、理解の促進に向けた労働時間等説明会を開催し、事業者における自主的
な取組を促進するとともに、その支援を行う。

○時期・開催場所

令和２年１月～２月を目途に、和歌山県内５か所（和歌山、御坊、橋本、田辺、新宮）で開
催。

○対象

県内トラック運送事業者
※和歌山県トラック協会においては、会員企業との連携・調整役として、会員企業への参加勧奨等を行う。

○内容

各労働基準監督署から改正労基法や時間外労働等改善助成金等支援策の説明。
和歌山運輸支局から「ホワイト物流推進運動」や助成事業等の説明。
（会場によっては労働基準監督署から資料配布等により紹介）



33

トラック運送事業の実態調査について（令和２年度厚生労働省概算要求事項）

○趣旨

令和６年4月1日の自動車運転業務への時間外労働の上限規制の適用に向け、今後のトラッ
ク輸送における取引環境・労働時間改善和歌山協議会でどのような取組を行っていくべきか
を検討する材料として、県内のトラック運送事業における荷待ち・荷役・労働時間等につい
ての調査を行う。

○調査内容・手法

調査内容・手法については、厚生労働省本省が次年度実施を予定している調査方針を基本
としつつ、率直な回答を得るために労働基準監督署による監督指導に用いないことを前提と
する、調査項目に荷主との取引環境に係る事項を追加する、または、一定条件により抽出し
た荷主企業に対する調査を行う等の工夫についても検討する。


